
日医発第1001号（保217）

平成21年1月16日

都道府県医師会長　殿

日本医師会長
　　唐　澤　祥　人

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

　平成20年12月26日付厚生労働省告示第569号をもって薬価基準の一部が改正され，告

示の日から適用されました。

　今回の改正は，製薬企業の医薬品製造販売承認の承継に伴う薬事法上の販売名称等の変

更により，新名称の医薬品「FAD錠5㎎「TYK」」等3品目が薬価基準の別表に第19

部追補（15）として収載されたものであります。

　また，同日付厚生労働省告示第570号で，旧名称の医薬品「FAD錠5㎎（TYK）」等

3品目が掲示事項等告示の別表第6に第4部追補（3）として収載され，経過措置品目（使用

期限：平成21年8月31日限り）となりました。

　つきましては，今回の改正内容について貴会会員に周知くださるようお願い申し上げま

す。

　本件につきましては，日本医師会雑誌3月号に掲載を予定しております。

（添付資料）

1．官報（平20．12．26号外第286号抜粋）
2．使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

　　（平20．12．26厚生労働省保険局医療課事務連絡）
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㊧
事　　務　　連　　絡

平成20年12月26日

地方厚生（支）局都道府県民生主管部（局）
　国民健康保険主管課（部）
都道府県後期高齢者医療主管部（局）

　後期高齢者医療主管課（部）

御中

厚生労働省保険局医療課

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

　標記については、「使用薬剤の薬価（薬価基準）」（平成20年厚生労働省告示第60号。
以下「薬価基準」という。）及び「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生
労働大臣が定める掲示事項等について』（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示
事項等告示』という。）の一部が平成20年12月26日付け厚生労働省告示第569号及び第57
0号をもって改正され、平成21年1月1日から適用されるところですが、その概要は下
記のとおりですので、お知らせします。層

記

1　薬価基準の一部改正について
　（1）製薬企業等による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、内用薬3品目について、

　薬価基準の別表に収載したものであること。

　（2）　（1）により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次めとおりで

　あること。

区　分 内’用’ 注射薬 ’外．用・薬 歯科用薬剤 計

品目数 ．8，900 4．一436 3，146 42 16，5・2．4

、2　掲示事項等告示の一部改正について
　、’（1）製薬企業等による医薬品の製造販売承認の承継に伴い製薬企業から削除依頼が

　　あった内用薬3品目について、掲示事項等告示の別表第6に収載して、平成21年9
　　月1日以降保険診療における使用医薬品から除外するものであること。

（2）　（1）により掲示事項等告示の別表第6♂収載されている全医薬品の品目数は、次

　のとおりであるζと。

区分 内．用　薬 ．注’

ﾋ薬 外用　薬 歯科用薬剤 計

品目数 『221 148 129 2 500



薬価基準告示
（参　考）

・N　o． 薬価基準名 成分名 規格単位 薬価（円）

1 内用薬 FAD錠5mg「TYK」 フラビンアデニンジヌクレオチド 5㎎1錠 6．10

2 内用薬一
　　　　　　　、一
eAD錠10㎎，f’sYK」

一フラビンアデニンジヌクレオチド
10㎎1錠 6．10

3 ’内用薬 FAD錠15㎎一 窒sYK」 フラビンアデニンジヌクレオチド 15mg1錠 6．10

・創表第．6 第4部（平成91年8，月31日まで）
掲示事項等告示 （参考）

N　o 薬価基準名 成分名 規格単位 ，薬価（円）

1 内用薬’ FAD錠5㎎一－（TYK） フラビンアデニンジヌクレオチド 5mg1錠 6．10

2
、

　　　曙燉p薬 FAD錠10㎎（TYK） フヲビンアデニンジヌクレオチド 10mg1錠 6．10

3 内用薬 FAD錠15mg（TYK） フラビンアデニンジ象クレオチド
15㎎1錠 6．10

つ


